
 網  走  市  告  示  第  167  号 

 　  次  の  と  お  り、  一  般  競  争  入  札  （以  下  「入  札」  と  い  う。）  を  実  施  す  る。 

 　  　  　  令  和  7  年  1  月  9  日 
 　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  網  走  市  長  　  水  　  谷  　  洋  　  一 

 １  入  札  に  付  す  る  事  項 
 　  （１）  件  　  　  名  　  　  網  ⾛  市  新  庁  舎  情  報  シ  ス  テ  ム  整  備  事  業  （デ  ジ  タ  ル  サ  イ  ネー  ジ  ⽤  ソ  フ  ト    
                               ウェ  ア  購  ⼊） 
 　  （２）  入  札  方  法  　  　 

 　  入  札  は  物  品  購  入  仕  様  書  に  よ  る  総  額  （消  費  税  抜  き）  で  行  い  ま  す。  な  お、  落  札  決  定  に 
 当  たっ  て  は、  入  札  書  に  記  載  さ  れ  た  金  額  に  当  該  金  額  の  １  ０  %  に  相  当  す  る  額  を  加  算  し  た 
 金  額  （当  該  金  額  に  １  円  未  満  の  端  数  が  あ  る  と  き  は、  そ  の  端  数  金  額  を  切  り  捨  て  る  も  の  と 
 し  ま  す。）  を  もっ  て  落  札  価  格  と  す  る  の  で、  入  札  者  は、  消  費  税  に  係  る  課  税  事  業  者  で  あ 
 る  か  免  税  事  業  者  で  あ  る  か  を  問  わ  ず、  見  積  もっ  た  契  約  金  額  の  １  １  ０  分  の  １  ０  ０  に  相  当 
 す  る  金  額  を  入  札  書  に  記  載  し  て  く  だ  さ  い。 

 2.  　  入  札  参  加  資  格 
 　  　  入  札  参  加  希  望  者  は  単  体  企  業  で  あっ  て、  次  に  掲  げ  る  要  件  を  す  べ  て  満  た  し  て  い  る  こ  と。 
 　  （１）  地  方  自  治  法  施  行  令  （昭  和  ２  ２  年  政  令  第  １  ６  号。  以  下  「政  令」  と  い  う。）  １  ６  ７  条  　 
 　  　  　  の  ４  第  １  項  に  該  当  す  る  者  で  な  い  こ  と。 
 　  （２）  当  市  に  お  い  て  政  令  １  ６  ７  条  の  ４  第  ２  項  （政  令  第  １  ６  ７  条  の  １  １  第  １  項  に  お  い  て  　  　 
 　  　  　  準  用  す  る  場  合  を  含  む。）  の  規  定  に  よ  り、  競  争  入  札  へ  の  参  加  を  排  除  さ  れ  て  い  る  者  で  　  　 
 　  　  　  な  い  こ  と。 
 　  （３）  国  又  は  地  方  公  共  団  体  へ  物  品  購  入  仕  様  書  の  受  託  （契  約）  実  績  が  あ  る  こ  と。  (別  紙  3) 
 3.  　  入  札  参  加  資  格  審  査 

 （１）  資  格  審  査  申  請  期  間  （郵  送  可） 
 　  　  資  格  審  査  の  申  請  は、  令  和  7  年  1  月  9  日  か  ら  令  和  7  年  1  月  23  日  ま  で  と  し  ま  す。 
 　  　  （持  参、  郵  送  と  も  に  1  月  23  日  必  着  と  し  ま  す。） 

 　  　  　  　  　  提  出  先  　  網  走  市  南  ６  条  東  ４  丁  目 
 　  　  　  　  　  　  　  　  　  網  走  市  新  庁  舎  開  設  準  備  室 
 　  　  　  　  　  　  ※  封  筒  の  表  面  に  「一  般  競  争  入  札  資  格  審  査  申  請  書」  と  朱  書  き  願  い  ま  す。 
 　  （２）  提  出  書  類 
 　  　  　・  一  般  競  争  入  札  参  加  資  格  審  査  申  請  書  （別  紙  １） 
 　  　  　  　  <  添  付  書  類  ＞ 

 ①  誓  約  書 
 ②  登  記  事  項  証  明  書  （履  歴  事  項  全  部  証  明  書）  （コ  ピー  可）  法  人 
 ③  身  分  証  明  書  （原  本）  及  び  営  業  証  明  書  （原  本）  個  人 
 ④  印  鑑  証  明  書  （コ  ピー  可） 
 ⑤  消  費  税  及  び  地  方  消  費  税  に  つ  い  て  未  納  税  額  の  な  い  証  明  書  (様  式  そ  の  ３)  （コ  ピー  可） 
 ⑥  網  走  市  が  発  行  す  る  納  税  証  明  書  （原  本） 

 ※  納  税  証  明  書  は  令  和  ５  年  度  課  税  分  に  つ  い  て  確  認  し  ま  す。  な  お、  法  人  市  民  税  に  つ  　 
 　  い  て  は、  申  請  日  現  在  課  税  さ  れ  て  い  な  い  場  合  は、  直  近  事  業  年  度  に  係  る  納  税  状  況  に 
 　  つ  い  て  確  認  し  ま  す。 

 　  　  　  　  　  ※  網  走  市  に  納  税  義  務  の  な  い  場  合  は、  別  紙  2  「網  走  市  税  に  関  す  る  申  立  書」  を  提  出  　 
 　  　  　  　  　  し  て  く  だ  さ  い。 



 ⑦  契  約  条  項  (規  則・  心  得  書・  設  計  図  書・  契  約  書  等）  閲  覧  記  録  書  (物  品  等  第  12  号  様  式） 
 ⑧  制  限  付  き  一  般  競  争  入  札  資  格  審  査  用  受  託  （契  約）  実  績  　  （別  紙  3  ） 

 　  　  　  　  ※  網  走  市  競  争  入  札  参  加  資  格  登  録  済  の  場  合  は、  ①  か  ら  ⑥  ま  で  の  書  類  は  不  要  で  す。 
 　  （３）  審  査  結  果  　  申  請  者  に  郵  送  で  通  知  し  ま  す。 
 4.  　  入  札  参  加  資  格  の  審  査 

 　  こ  の  入  札  は、  政  令  第  167  条  の  ５  の  ２  に  規  定  す  る  制  限  付  一  般  競  争  入  札  で  あ  る  の  で、  入  札 
 　  　  に  参  加  し  よ  う  と  す  る  者  が  ２  に  掲  げ  る  資  格  を  有  す  る  か  ど  う  か  の  審  査  を  行  い、  そ  の  結  果  を 
 　  　  令  和  7  年  1  月  30  日  （木）  ま  で  に  書  面  に  よ  り  通  知  す  る。 

 5.  　  入  札  方  法、  期  限 
 　  （１）  方  法  　  　  郵  便  入  札 
 　  　  　  　  ※  「新  庁  舎  開  設  準  備  室」  宛  に  簡  易  書  留  郵  便  に  よ  り  送  付  し  て  下  さ  い。 

 ※  封  筒  の  表  面  に  「令  和  7  年  2  月  6  日  執  行  の  網  ⾛  市  新  庁  舎  情  報  シ  ス  テ  ム  整  備  事  業  （デ    
          ジ  タ  ル  サ  イ  ネー  ジ  ⽤  ソ  フ  ト  ウェ  ア  購  ⼊）  」  と  朱  書  き  し  て  く  だ  さ  い。 
 　  （２）  期  限  （入  札  書  締  切  日  時）  　  令  和  7  年  2  月  5  日  （水）  午  後  5  時  　 
 　  （３）  開  札  年  月  日  　  　  令  和  7  年  2  月  6  日  （木）  午  前  9  時 
 6.  　  入  札  保  証  金 
 　  （１）  入  札  に  参  加  し  よ  う  と  す  る  者  は、  そ  の  者  の  見  積  もっ  た  契  約  金  額  （消  費  税  及  び  地  方  消  　 
 　  　  　  費  税  相  当  額  を  含  む。）  の  100  分  の  ５  に  相  当  す  る  額  以  上  の  入  札  保  証  金  又  は  こ  れ  に  代  え  る 
 　  　  　  担  保  を  納  付  す  る  こ  と。 
 　  （２）  入  札  保  証  金  の  納  付  の  免  除、  納  付  方  法  は、  政  令  第  167  条  の  ７  及  び  網  走  市  契  約  に  関  す  る 
 　  　  　  規  則  （昭  和  49  年  8  月  1  日  規  則  第  19  号。  以  下  「規  則」  と  い  う。）  第  46  条  の  定  め  る  と  こ  ろ 
 　  　  　  に  よ  る  。 
 7.  　  契  約  保  証  金 
 　  （１）  契  約  を  締  結  す  る  者  は、  契  約  金  額  の  100  分  の  10  に  相  当  す  る  額  以  上  の  契  約  保  証  金  又  は  こ 
 　  　  　  れ  に  代  え  る  担  保  を  納  付  す  る  こ  と。 
 　  （２）  契  約  保  証  金  の  納  付  の  免  除、  納  付  方  法  等  は、  政  令  第  167  条  の  16  、  規  則  第  5  条  か  ら  第  8 
 　  　  　  条  ま  で  の  定  め  る  と  こ  ろ  に  よ  る。 
 8.  　  契  約  書  作  成  の  要  否  　  　  　  要 
 9.  落  札  者  の  決  定  方  法 

 　  　  規  則  第  53  条  第  １  項  の  規  定  に  よ  り  定  め  た  予  定  価  格  の  制  限  の  範  囲  内  で、  最  低  の  価  格  を  　 
 　  　  もっ  て  入  札  （有  効  な  入  札  に  限  る。）  し  た  者  を  落  札  者  と  す  る。 
 10.  落  札  者  と  契  約  を  行  わ  な  い  場  合 

 　  　  落  札  者  と  なっ  た  者  が  暴  力  団  関  係  事  業  者  等  で  あ  る  こ  と  等  の  理  由  に  よ  り、  北  海  道  警  察  等  か 
 　  　  ら  の  排  除  要  請  が  あっ  た  者  と  は、  契  約  を  行  わ  な  い。 
 11.  入  札  無  効 
 　  　  当  該  公  告  に  係  る  入  札  に  つ  い  て、  規  則  第  ５  ９  条  各  号  に  違  反  し  た  入  札  は、  無  効  と  し  ま  す。 
 12.  入  札  手  続  き  の  取  り  消  し 

 落  札  者  の  決  定  後  に  お  い  て、  市  長  が  入  札  の  公  正  性  が  確  保  で  き  な  い  と  認  め  る  と  き  は、  入  札 
 手  続  全  体  を  取  り  消  す  こ  と  が  あ  る。 

 13.  そ  の  他 
 　  （１）  開  札  は  入  札  書  締  切  日  時  終  了  後  に  行  い、  入  札  結  果  は  電  話  に  て  ご  連  絡  し  ま  す。 
 　  （２）  初  度  の  入  札  に  つ  い  て  入  札  者  が  １  人  で  あっ  て  も  入  札  を  執  行  し  ま  す。 
 　  （３）  こ  の  公  告  の  ほ  か、  入  札  に  参  加  す  る  者  は、  「規  則」、  「物  品  の  調  達  等  の  入  札  に  関  す  る 
 　  　  　  心  得  書」  そ  の  他  関  係  法  令  の  規  定  を  承  知  す  る  こ  と。 


